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  Ⅰ 

○ 総合事業サービスを請求する際の事業所番号について 

平成 27年３月 31日時点において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定 

事業所は、その指定事業所番号により国保連合会へ請求することができます。 

 

○ 総合事業サービスの請求方法及び単位数マスタ登録について 

 介護保険サービス請求と同様に、原則電子データでの請求となります。 

 したがって、請求ソフトに総合事業サービスコード、単位数等を登録する必要が 

ありますので、登録方法等について開発・販売元に御確認ください。 

なお、国保中央会が販売している単位数マスタを購入している場合は、訪問型 

（Ａ１、Ａ２）、通所型（Ａ５、Ａ６）、介護予防ケアマネジメント費サービスコード 

（ＡＦ）が収載されています。

    

○ 平成 29年４月以降における予防給付から総合事業サービスへの切り替え 

      要支援認定期間が平成 29年４月１日を跨いでいる方は、更新認定又は変更認定か 

     ら総合事業サービスを利用することになります。 

 

＜パターン１＞ 要支援認定更新後から総合事業サービスへ切り替え① 

 

      H29．4／1            6／1  

                        更新 

                        

               介護予防サービス           総合事業サービス 

 

 

＜パターン２＞ 要支援認定更新後から総合事業サービスへ切り替え② 

 

                 H29．4／1  

 

                    更新 

          介護予防サービス           総合事業サービス 

 

 

＜パターン３＞ 変更申請後から総合事業サービスへ切り替え 

 

      H29．4／1         5／10     5／28   5／31  

                    変更申請      決定 

                                

               

 

 

介護予防サービス（日割り）   総合事業サービス（日割り） 

 

 

 

認定期間 

認定期間 
（要支援１） 

新認定期間 
（要支援２） 

認定期間 
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（１）訪問型サービスの場合

ビ ビ

Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方について

№
サービス
種類コード

サービス種類名 内容
サービスコード

異動連絡票の送付

1 A１
訪問型サービス

（みなし）
総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサービス種類。※１ 送付不要

２ A２
訪問型サービス

（独自）
市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数 地域単価以外の内容は国が規定する内容とする

市町村が作成して
国保連 送付

Ｈ２７．３月末に介護予防通所介護
の指定を受けていた事業

２ A２
（独自） 単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。 国保連へ送付

№
サービス
種類コード

ベースと
なる

予防給付

算定
構造

単位数
地域単価

（５ページ参照）

サービス
コード

帳票等に
出力する
サービス
コード名称

利用者
負担

利用者
負担割合・
利用者
負担額

支給限度
額管理対
象／対象

外

国が規定
1 A１

介護予防
訪問介護

国が
規定

国が規定 （事業所所在地に
応じた地域単価）

国が規定
国が
規定

定率
予防給付
と同様
※３

国が
規定

２ A２

国が規定する
単位数を上限
として、市町村
が規定 ※２

国が規定する
地域単価から

※１ 平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護の指定を受けている事業所を総合事業の指定を受けたものとして事業所異動連絡票情報を国保連に送付する。
※２ 加算率を規定するサービスコードについては、国が規定する率と同じとする。

選択して
市町村が規定３ A３

なし
市町村が
規定

市町村が
規定※６

国が規定する
サービスコード

から選択して規定

市町村が
規定

定率
市町村が
規定※４

市町村が
規定４ A４ 定額

※３ Ａ１・Ａ２については、受給者異動連絡票情報に２割負担の情報を設定することで自動的に２割負担対象となる。
※４ Ａ３・Ａ４の利用者負担割合・利用者負担額を所得に応じて設定したい場合は、所得段階ごとのサービスコードを別々に設定する必要がある。

なお、国保連合会では各サービスコードの所得段階の審査を行わない。
※５ 「市町村」と記載がある箇所は、広域連合及び政令市の場合は、保険者と読み替える。
※６ Ａ３、Ａ４については、率を規定するサービス（処遇改善加算、特地加算等のような○○％というサービス）及び単位数がマイナスになるサービスは設定できない。
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（２）通所型サービスの場合

№
サービス
種類コード

サービス種類名 内容
サービスコード

異動連絡票の送付種類コード 異動連絡票の送付

1 A５
通所型サービス

（みなし）
総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサービス種類。※１ 送付不要

２ A６
通所型サービス

（独自）
市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。

市町村が作成して
国保連へ送付

Ｈ２７．３月末に介護予防通所介護
の指定を受けていた事業

ベ と
帳票等に 利用者 支給限度

№
サービス
種類コード

ベースと
なる

予防給付

算定
構造

単位数
地域単価

（５ページ参照）

サービス
コード

帳票等に
出力する
サービス
コード名称

利用者
負担

利用者
負担割合・
利用者
負担額

支給限度
額管理対
象／対象

外

1 A５ 国が規定
国が規定

（事業所所在地に
応じた地域単価） 予防給付

介護予防
通所介護

国が
規定

応じた地域単価）

国が規定
国が
規定

定率
予防給付
と同様
※３

国が
規定

２ A６

国が規定する
単位数を上限
として、市町村
が規定 ※２

国が規定する
地域単価から

選択して
市町村が規定３ A７

市町村が 市町村が
国が規定する

市町村が
定率

市町村が 市町村が市町村が規定３ A７
なし

市町村が
規定

市町村が
規定※６

国が規定する
サービスコード

から選択して規定

市町村が
規定

定率
市町村が
規定※４

市町村が
規定４ A８ 定額

※１ 平成27年3月31日時点で介護予防通所介護の指定を受けている事業所を総合事業の指定を受けたものとして事業所異動連絡票情報を国保連に送付する。
※２ 加算率を規定するサービスコードについては、国が規定する率と同じとする。
※３ Ａ５・Ａ６については受給者異動連絡票情報に２割負担の情報を設定することで自動的に２割負担対象となる。
※４ Ａ７・Ａ８の利用者負担割合・利用者負担額を所得に応じて設定したい場合は 所得段階ごとのサービスコードを別々に設定する必要がある※４ Ａ７・Ａ８の利用者負担割合・利用者負担額を所得に応じて設定したい場合は、所得段階ごとのサービスコードを別々に設定する必要がある。

なお、国保連合会では各サービスコードの所得段階の審査を行わない。
※５ 「市町村」と記載がある箇所は、広域連合及び政令市の場合は、保険者と読み替える。
※６ Ａ７、Ａ８については、率を規定するサービス（処遇改善加算、特地加算等のような○○％というサービス）及び単位数がマイナスになるサービスは設定できない。
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（３）介護予防ケアマネジメントの場合

№
サービス
種類コード

サービス種類名 内容
サービスコード

異動連絡票の送付

1 AＦ
介護予防

ケアマネジメント
市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。※１、※２

市町村が作成して
国保連へ送付※５

※１ 平成27年3月31日時点で、介護予防支援の指定を受けている事業所を総合事業の指定を受けたものとして、「事業所異動連絡票情報」を送付する。
※２ 事業のみを利用する利用者の介護予防ケアマネジメント費は地域包括支援センターの委託料とともに市町村が支払うのが基本であり、国保連合会を

経由した支払は例外。なお、支払を行う可能性がある、要支援認定を受け、事業のみを利用する場合も国保連合会は介護予防ケアマネジメント費と
給付管理票との突合審査は行わないことに留意。

※３ 「市町村」と記載がある箇所は、広域連合及び政令市の場合は、保険者と読み替える。
※４ 受給者が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている月については、同じ月に介護予防ケアマネジメントを受けることはできない。
※５ 市町村が国保連合会に総合事業の介護予防ケアマネジメントの支払を委託する場合は、サービスコード異動連絡票を送付する必要がある。

№
サービス
種類コード

ベースと
なる予防
給付

算定
構造

単位数 地域単価
サービス
コード

帳票等に
出力する

サービスコード名称

利用者
負担

支給限度額
管理対象／

対象外

１ AＦ
介護予防
支援

国が
規定

国が規定する
単位数を上限として、

市町村が規定

国が規定する地域
単価から選択して
市町村が規定

国が規定 国が規定 なし 対象外

注意

※介護予防ケアマネジメント費は要支援者と事業対象者で請求先が異なるので
注意してください。

要支援者 ⇒ 国保連合会
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N サ ビス種類 地域単価設定の考え方 ※１ １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

（４）介護予防・日常生活支援総合事業における地域単価設定の考え方

No. サービス種類 地域単価設定の考え方 ※１ １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

1 訪問型サービス

Ａ１：訪問型サービス（みなし）
事業所所在地における地域区分の
単位数単価を設定する

１１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円 １０円

Ａ２：訪問型サービス（独自）
Ａ３：訪問型サービス（独自／定率）
Ａ４：訪問型サービス（独自／定額）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価もしくは、１０円を選
択できる

１０円
又は

１１ ４０円

１０円
又は

１１ １２円

１０円
又は

１１ ０５円

１０円
又は

１０ ８４円

１０円
又は

１０ ７０円

１０円
又は

１０ ４２円

１０円
又は

１０ ２１円
１０円

Ａ４：訪問型サービス（独自／定額） 択できる
※２

１１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円

2 通所型サービス

Ａ５：通所型サービス（みなし）
事業所所在地における地域区分の
単位数単価を設定する

１０．９０円 １０．７２円 １０．６８円 １０．５４円 １０．４５円 １０．２７円 １０．１４円 １０円

Ａ６：通所型サービス（独自）
Ａ７：通所型サービス（独自／定率）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価もしくは、１０円を選

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は １０円Ａ７：通所型サ ビス（独自／定率）

Ａ８：通所型サービス（独自／定額）
分の単位数単価もしくは、１０円を選
択できる
※２

又は
１０．９０円

又は
１０．７２円

又は
１０．６８円

又は
１０．５４円

又は
１０．４５円

又は
１０．２７円

又は
１０．１４円

１０円

3 その他の生活支援
サ ビ

Ａ９：その他の生活支援サービス（配食／定率）
ＡＡ：その他の生活支援サービス（配食／定額）
ＡＢ：その他の生活支援サービス（見守り／定率）

そ 他 生活支援サ ビ （見守り／定額）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価のいずれかを選択
できる
なお、基本的には１０円となるが、訪
問サ ビ 及び通所サ ビ を

１０円

又は
１０ ９０円

１０円

又は
１０ ７２円

１０円

又は
１０ ６８円

１０円

又は
１０ ５４円

１０円

又は
１０ ４５円

１０円

又は
１０ ２７円

１０円

又は
１０ １４円

１０円3
サービス ＡＣ：その他の生活支援サービス（見守り／定額）

ＡＤ：その他の生活支援サービス（その他／定率）
ＡＥ：その他の生活支援サービス（その他／定額）

問サービス及び通所サービスを一
体的に行うサービスを提供する場合
等は、１０円以外の単価が設定され
ることを想定している
※２、３

１０．９０円
又は

１１．１０円
又は

１１．４０円

１０．７２円
又は

１０．８８円
又は

１１．１２円

１０．６８円
又は

１０．８３円
又は

１１．０５円

１０．５４円
又は

１０．６６円
又は

１０．８４円

１０．４５円
又は

１０．５５円
又は

１０．７０円

１０．２７円
又は

１０．３３円
又は

１０．４２円

１０．１４円
又は

１０．１７円
又は

１０．２１円

１０円

4 介護予防
ＡＦ：介護予防ケアマネジメント

市町村が事業所所在地における地
域区分の単位数単価もしくは、１０

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は

１０円
又は １０円

※１ １つのサービス種類ごとに１つの地域単価を設定すること。
※２ 地域単価に１０円を設定する場合は、市町村が都道府県経由で連合会に送付する事業所台帳（指定・基準該当等サービス台帳）の地域区分に

「その他」を設定すること。

4
ケアマネジメント

ＡＦ：介護予防ケアマネジメント
域 分 単 数単価 、
円を選択できる
※３

又は
１１．４０円

又は
１１．１２円

又は
１１．０５円

又は
１０．８４円

又は
１０．７０円

又は
１０．４２円

又は
１０．２１円

１０円

※３ 連合会システムにおいては、地域単価は地域区分により決定する単価以下であれば正常とする。同じ地域区分に複数の単位数単価が存在する
場合、当該地域区分の最大の単価が登録され、その値以下であれば正常とする。
例） その他の生活支援サービスの1級地であれば、11.40円が登録され、11.10円又は10.90円又は10円が記載されても正常とする。

介護予防ケアマネジメントの2級地であれば、11.12円が登録され、10円が記載されても正常とする。
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○ 介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、介護保険施設等の所在する市町村の財政に配
慮するため、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となる仕組み（住所地特例）を設けている。

○ 現在、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しても特例の対象外だが、所在市町村の負担を考慮し、
その他の有料老人ホームとの均衡を踏まえ、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住
所地特例の対象とする。

○ 従来の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービス及び地域支援事業を使いにくいと
いう課題があったが、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを使えるようにし、
住所地市町村の地域支援事業を利用できることとする。

サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用

＜現在の対象施設等＞
(1) 介護保険３施設
(2) 特定施設（地域密着型特定施設を除く。）

・有料老人ホーム
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸
借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。

・軽費老人ホーム
(3) 養護老人ホーム

Ａ町 Ｂ市

自宅
対象施設等

住所 Ｂ市
住民税 Ｂ市
行政サービス Ｂ市
介護保険の保険者 Ａ町
介護保険料 Ａ町
保険給付 Ａ町

＜制度概要＞

この除外規定を見直し、有料老人ホー
ムに該当するサービス付き高齢者向け
住宅を住所地特例の対象とする

対象は平成27年4月以降に入居した者（施行
日以前の入居者は対象外）

Ⅲ
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○ 住所地特例者に対する総合事業サービス提供にかかる留意事項 

 

総合事業は、平成29年３月末まで、市町村ごとに事業実施の猶予を認めるこ

ととしていることから、住所地特例対象者においては、保険者市町村と施設所

在市町村で、受けることができるサービスが異なることがある。 

その場合においては、住所地特例対象者が円滑にサービスを利用することが

できるよう下表のとおり施設所在市町村の状況に合わせて、住所地特例対象者

はサービスを利用できることとする。 

 

提供パターン表 

 保険者市町村 

の状況 

施設所在市町村

の状況 

住所地特例者が 

利用できるサービス 

パターン１ 給 付 給 付 給 付 

パターン２ 給 付 総合事業 総合事業 

パターン３ 総合事業 給 付 給 付 

パターン４ 総合事業 総合事業 総合事業 

 

 

全国の有料老人ホームの一覧（住所地特例対象施設に限る）は下記参照 

 

【厚生労働省ホームページ】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryou/ 

 

厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 

> 介護・高齢者福祉 > その他 > 全国の有料老人ホームの一覧（住所地特例対

象施設に限る） 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryou/
203044
タイプライターテキスト
7

203044
タイプライターテキスト



Ⅳ　介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン

　（１）総合事業サービスを利用する場合の給付管理票及び介護予防支援費／介護予防ケアマネジメント費の作成

限度額管理
対象

限度額管理
対象外

限度額管理
対象

限度額管理
対象外

1 ○ － － － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費（国保連へ請求）

2 ○ ○ － － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費（国保連へ請求）

3 ○ － ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費（国保連へ請求）

4 ○ － － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費（国保連へ請求）

5 ○ ○ ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費（国保連へ請求）

6 ○ ○ － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)

介護予防支援費（国保連へ請求）

7 ○ － ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費（国保連へ請求）

8 ○ ○ ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*1)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費（国保連へ請求）

9 － ○ － － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

10 － ○ ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

11 － ○ － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

12 － ○ ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

13 － － ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

14 － － ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

15 － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

16 － － － － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（国保連へ請求）

17 － － ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（地域包括センター所在市町 へ請
求）

18 － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（地域包括センター所在市町 へ請
求）

19 － － ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*2)
介護予防ケアマネジメント費
（地域包括センター所在市町 へ請
求）

20 － － － － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（地域包括センター所在市町 へ請
求）

(*1) (*2) (*3)
介護予防訪問介護 訪問型サービス（みなし）
介護予防訪問入浴介護 訪問型サービス（独自）
介護予防訪問看護 訪問型サービス（独自／定率）　(*3)
介護予防訪問リハビリテーション 訪問型サービス（独自／定額）　(*3)
介護予防通所介護 通所型サービス（みなし）
介護予防通所リハビリテーション 通所型サービス（独自）
介護予防福祉用具貸与 通所型サービス（独自／定率）　(*3)
介護予防認知症対応型通所介護 通所型サービス（独自／定額）　(*3)
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護（介護保健施設）
介護予防短期入所療養介護（介護療養施設等）
介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型）

利用者

要支援者

事業対象者

№

限度額管理対象／対象外サービスは市
町村が決定して国保連に連絡する

利用サービス
介護予防給付 総合事業 給付管理票

の提出
給付管理票に記載するサービス

介護予防支援費/
介護予防ケアマネジメント費

 
 

請求先 

利用者 利用サービス 給付管理表 
介護予防 

支援費 

介護予防ケア 

マネジメント費 

要支援者 予防給付のみ  

 

国保連合会 

国保連合会 

－ 

予防給付 

＋ 総合事業 
－ 

総合事業のみ － 国保連合会 

事業対象者 総合事業のみ － 
地域包括支援センター

が所在する市町（※） 

※ 住所地特例者分も地域包括支援センターが所在する市町に請求する。 
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Ⅴ（１）月途中に居宅サービス等計画作成事業所が変更になる場合の取扱い 

N

o 
変更パターン 

給付管理票 

提出事業所 

※１ 

請求事業所※ 

介護予防支援費 

又は 

居宅介護支援費 

介護予防ケア 

マネジメント費 

※２ 

１ 

月を通じて地域包括支援センターが給付管

理業務を行う場合① 

（総合事業サービスのみ利用） 

N月 

 

総合事業サービス 

地域包括支援センター 
 

地域包括 

支援センター 
－ 地域包括 

支援センター 

２ 

月を通じて地域包括支援センターが給付管

理業務を行う場合② 

（総合事業サービスと介護予防サービスを 

利用） 

N月 

 

介護予防サービス・総合事業サービス 

地域包括支援センター 
 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

 

（介護予防支援費） 

－ 

３ 

月の途中まで地域包括支援センターが、月

の途中から居宅介護支援事業所が給付管理

業務を行う場合 

（要介護者・居宅介護サービス利用あり） 

N月 

 

介護予防サービス 

総合事業サービス 
居宅介護サービス 

  地域包括支援センター 居宅介護事業所 
 

居宅介護支援 

事業所 

居宅介護支援 

事業所 

 

（居宅介護支援費） 

－ 

 

※１ 給付管理票、介護予防支援費、居宅介護支援費、介護予防ケアマネジメント費（要支援者分）は国保連合会へ 

提出（請求）する。 

※２ 介護予防ケアマネジメント費（事業対象者分）阿南市へ請求する。 

なお、住所地特例者分についても阿南市へ請求する。 

※３ 給付管理（限度額管理）は介護保険サービスと総合事業を合せて管理する。 
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（２）月途中に居宅サービス等計画作成事業所が変更になる場合の取扱い 

N

o 
変更パターン 

給付管理票 

提出事業所 

請求事業所※ 

介護予防支援費 
ケアマネ 

ジメント費 

１ 
月を通じて地域包括支援センターが給付

管理業務を行う場合 

N月 

 

介護予防サービス・総合事業サービス 

地域包括支援センター 
 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

２ 
月を通じて小規模多機能居宅介護が給付

管理業務を行う場合 

N月 

 

介護予防サービス・総合事業サービス 

小規模多機能型居宅介護 
 

小規模多機能型 

居宅介護事業所 
請求されない 請求されない 

３ 

月の途中まで地域包括支援センターが、

月の途中から小規模多機能居宅介護が給

付管理業務を行う場合 

（総合事業利用あり） 

N月 

 

介護予防サービス・ 

総合事業サービス 
小規模多機能型 

居宅介護事業所   地域包括支援センター 
 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

４ 

月の途中まで地域包括支援センターが、

月の途中から小規模多機能居宅介護が給

付管理業務を行う場合 

（総合事業利用なし） 

N月 

 

 小規模多機能型 

居宅介護事業所   地域包括支援センター 
 

小規模多機能型 

居宅介護事業所 
請求されない 請求されない 

５ 

月の途中まで小規模多機能居宅介護が、

月の途中から地域包括支援センターが給

付管理業務を行う場合 

N月 

 

  小規模多機能型 

 居宅介護事業所 

介護予防サービス 

総合事業サービス 

地域包括支援センター 
 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

地域包括 

支援センター 

※給付管理票に記載するサービスによって、介護予防支援費か介護予防ケアマネジメント費のいずれかになる。 
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Ⅵ 給付管理票と介護予防支援費の審査チェック等 

 

（１）給付管理票に総合事業サービスのみ記載して、介護予防支援費を国保連合会へ請求した場合は『返戻』となります。 

介護予防ケアマネジメント費を請求してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注：給付管理票に介護予防サービスのみ記載し、介護予防ケアマネジメント費を請求した場合も『返戻』になります。 

 

 

（２） 給付管理票に記載するサービスは『実際に利用されたサービスのみ』記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防支援費 

４３０単位 

 

給付管理票 

サービス種別 単位数 

Ａ１：訪問型みなし ５００ 

Ａ５：通所型みなし ８００ 

 

国保連合会受領 

国保連合会 

へ請求 介護予防支援費 

４３０単位 

 

給付管理票 

サービス種別 単位数 

Ａ１：訪問型みなし ５００ 

Ａ５：通所型みなし ８００ 

 
返戻 

国保連合会へ請求 

ケアプラン作成時点 

サービス種別 単位数 

６４：予防訪問リハビリ ６００ 

Ａ１：訪問型みなし ５００ 

Ａ５：通所型みなし ８００ 

 

給付管理票 

サービス種別 単位数 

Ａ１：訪問型みなし ５００ 

Ａ５：通所型みなし ８００ 

 

介護予防ケアマネジメント費 

４，３００円 

 

都合により 

６４：予防訪問リハビリを 

利用しなかった 

（総合事業のみ利用） 

介護予防ケアマネジメント費

を請求する。 

203044
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（３）給付管理票（修正分・取消分）と介護予防支援費・ケアマネジメント費 

国保連合会に提出した給付管理票に誤りがあり、給付管理票（修正分）を提出する場合、記載したサービスの組合せにより報酬種別が介護予防支援 

  費から介護予防マネジメント費になる、あるいは介護予防ケアマネジメント費から介護予防支援費になりますのでご注意ください。 

   なお、下記の取り扱いは要支援者の取り扱いとなり、要介護者の場合は介護予防支援費を居宅介護支援費と読み替えてください。 

                                        

項

番 

修正前 修正後 取下げ申立書 

の提出 

地域包括➜➜阿南市

 

処  理 給付管理票 

記載サービス 

受領済み 

報酬 

給付管理票 

記載サービス 

再請求する 

報酬 

① 総合事業のみ 
介護予防 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 

予防給付のみ 
介護予防 

支援費 

必 要 

『介護予防・日常生活支援総合事業

費請求取下げ申立書』 

 

ケアマネジメント費又は介護予防支援費の返

還は、毎月の介護報酬から相殺することによ

り完了する。 

『過誤決定通知書』により取下げられたこと

を確認後、介護予防ケアマネジメント費又は

介護予防支援費を請求する。 

総合事業 

＋予防給付 

② 

予防給付のみ 

又は 

総合事業 

＋ 予防給付 

介護予防 

支援費 
総合事業のみ 

介護予防 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 
不要（自動取下げ） 

③ 総合事業のみ 
介護予防 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 

作成区分 

取消し 
なし 必要（項番①と同じ） 

処理方法は項番①と同じ 

④ 

予防給付のみ 

又は 

総合事業 

＋予防給付 

介護予防 

支援費 

作成区分 

取消し 
なし 不要（自動取下げ） 

 

※１ 給付管理票の修正又は取消を伴わず、単に介護予防支援費を取下げする場合は、『介護給付費請求取下げ申立書』を、介護予防ケアマネジメント費を取 

下げする場合は『介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書』阿南市へ提出する。 

※２ 『介護予防・日常生活支援総合事業費請求取下げ申立書』及び『介護給付費請求取下げ申立書』は阿南市から提供されます。 

203044
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Ⅶ 平成 27年度制度改正における様式記載例パターン 

本資料の例１～例８については、1人の受給者に対しての「サービス利用票別表」「給付管理票」「請求明細書」 

が一組で１つの例となっている。 

 

 

 
 

頁 項目 例 種別 
(※) 説明 

５ 

介護予防・ 
日常生活支援 

総合事業 

例
１ 

例１-１ 別表 
要支援者が予防サービスとみなしサービスを受けた場合のサービス利

用票別表 
６ 例１-２ 給 要支援者が予防サービスとみなしサービスを受けた場合の給付管理票 
７ 例１-３ 請 要支援者がみなしサービスを受けた場合の請求明細書 
８ 例１-４ 請 要支援者が予防サービスを受けた場合の請求明細書 
９ 

例
２ 

例２-１ 別表 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合のサービス利用

票別表 
１０ 例２-２ 給 事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の給付管理票 
１１ 

例２-３ 請 事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の請求明細書（同

一サービス種類内で給付率がすべて一致している場合） 
１２ 

例
３ 

例３-１ 別表 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合のサービス利用

票別表 
１３ 例３-２ 給 事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の給付管理票 
１４ 

例３-３ 請 事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の請求明細書（同

一サービス種類内で給付率が複数存在する場合） 
１５ 

例
４ 

例４-１ 別表 
事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合のサービス利用

票別表 
１６ 例４-２ 給 事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合の給付管理票 
１７ 例４-３ 請 事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合の請求明細書 
１８ 

例
５ 

例５-１ 別表 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合のサービス利用

票別表（計画単位数を超過した場合） 
１９ 

例５-２ 給 事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の給付管理票（計

画単位数を超過した場合） 
２０ 

例５-３ 請 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の請求明細書（計

画単位数を超過した場合） 
２１ 

例
６ 

例６-１ 別表 事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合のサービス利用

票別表（計画単位数を超過した場合） 
２２ 

例６-２ 給 
事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合の給付管理票（計

画単位数を超過した場合） 
２３ 

例６-３ 請 事業対象者が保険者独自（定額）サービスを受けた場合の請求明細書（計

画単位数を超過した場合） 
２４ 

例
７ 

例７-１ 別表 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスと保険者独自（定額）サービ

スを受けた場合のサービス利用票別表 
２５ 

例７-２ 給 事業対象者が保険者独自（定率）サービスと保険者独自（定額）サービ

スを受けた場合の給付管理票 
２６ 

例７-３ 請 
事業対象者が保険者独自（定率）サービスと保険者独自（定額）サービ

スを受けた場合の請求明細書 
※種別については以下の通りとする 

別表…サービス利用票別表  給……給付管理票  請……請求明細書 

Ⅳ-資料４ 

＜注意＞ 
記載例における各サービスコードの単位数及び単位数単価はあくまで例であり実際の単位数及び単位数

単価と異なる場合があることに留意すること。 
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頁 項目 例 種別 
(※) 説明 

２７ 

介護予防・ 
日常生活支援 

総合事業 
 

例
８ 

例８-１ 別表 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）と通所型サービス（みなし）

を同一事業所で受けた場合のサービス利用票別表 
２８ 

例８-２ 給 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）と通所型サービス（みなし）

を同一事業所で受けた場合の給付管理票 
２９ 

例８-３ 請 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）と通所型サービス（みなし）

を同一事業所で受けた場合の請求明細書 
３０ 

例
９ 

例９-１ 別表 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合のサービス利

用票別表（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 
３１ 

例９-２ 給 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の給付管理票 
（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 

３２ 
例９-３ 請 

事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の請求明細書 
（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 

３３ 

例
１
０ 

例１０-
１ 

別表 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合のサービス利

用票別表（一部公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 
３４ 例１０-

２ 給 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の給付管理票 
（一部公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 

３５ 例１０-
３ 

請 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の請求明細書 
（一部公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合） 

３６ 

例
１
１ 

例１１-
１ 別表 

事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合のサービス利

用票別表（全て公費負担の場合） 
３７ 例１１-

２ 
給 

事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の給付管理票 
（全て公費負担の場合） 

３８ 例１１-
３ 請 

事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の請求明細書 
（全て公費負担の場合） 

３９ 

例
１
２ 

例１２-
１ 

別表 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合のサービス利

用票別表（一部公費負担の場合） 
４０ 例１２-

２ 給 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の給付管理票 
（一部公費負担の場合） 

４１ 例１２-
３ 

請 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の請求明細書 
（一部公費負担の場合） 

４２ 

例
１
３ 

例１３-
１ 別表 

要支援者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合のサービス利用

票別表（生保単独受給者、１明細書内の給付率が異なる場合） 
４３ 例１３-

２ 
給 

要支援者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の給付管理票 
（生保単独受給者、１明細書内の給付率が異なる場合） 

４４ 例１３-
３ 請 

要支援者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の請求明細書 
（生保単独受給者、１明細書内の給付率が異なる場合） 

４５ 

例
１
４ 

例１４-
１ 

別表 要支援者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合のサービス利用

票別表（生保単独受給者の場合） 
４６ 例１４-

２ 給 要支援者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の給付管理票 
（生保単独受給者の場合） 

４７ 例１４-
３ 

請 要支援者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の請求明細書 
（生保単独受給者の場合） 

４８ 

例
１
５ 

例１５-
１ 

別表 
事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合のサービス利

用票別表（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合、限度額オ

ーバー） 
４９ 例１５-

２ 
給 事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の給付管理票 

（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合、限度額オーバー） 
５０ 例１５-

３ 請 事業対象者が訪問型サービス（独自／定率）を受けた場合の請求明細書 
（全て公費負担、１明細書内の給付率が異なる場合、限度額オーバー） 

※種別については以下の通りとする 

別表…サービス利用票別表  給……給付管理票  請……請求明細書 
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頁 項目 例 種別 
(※) 説明 

５１ 

介護予防・ 
日常生活支援 

総合事業 

例
１
６ 

例１６

-１ 
別表 事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合のサービス利

用票別表（全て公費負担の場合、限度額オーバー） 
５２ 例１６

-２ 給 事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の給付管理票 
（全て公費負担の場合、限度額オーバー） 

５３ 例１６

-３ 
請 事業対象者が訪問型サービス（独自／定額）を受けた場合の請求明細書 

（全て公費負担の場合、限度額オーバー） 
５４ 

例１７ 請 事業対象者がその他の生活支援サービスを受けた場合の請求明細書 

５５ 月途中での要

介護状態区分

等を変更した

場合 

- 

月途中で要支援・要介護状態区分等を変更した場合の請求明細書等記載

の整理 

５６ 

住所地特例 

例１８ 請 住所地特例対象者が保険者独自サービスを受けた場合の請求明細書 

５７ 
例１９ 請 

住所地特例対象者が住所地で地域密着型サービスを受けた場合の 
請求明細書 

５８ 
例２０ 請 

地域密着型サービス（月定額でない）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

５９ 
例２１ 請 

地域密着型サービス（月定額）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６０ 
例２２ 請 

地域密着型サービス（月定額・日割り）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６１ 
例２３ 請 

地域密着型サービス（月定額・日割り・公費あり）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６２ 
例２４ 請 

総合事業サービス（月定額でない）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６３ 
例２５ 請 

総合事業サービス（月定額）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６４ 
例２６ 請 

総合事業サービス（月定額・日割り・公費あり）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６５ 
例２７ 請 

総合事業サービス（月定額）の請求明細書 
（月途中住所地特例適用の場合） 

６６ 

二割負担 

例２８ 請 二割負担対象者が介護サービスを受けた場合の請求明細書 

６７ 
例２９ 請 二割負担対象者が出来高サービスを受けた場合の請求明細書 

６８ 
例３０ 請 二割負担対象者が給付制限となった場合の請求明細書 

６９ 
例３１ 請 二割負担対象者が給付減免の対象となった場合の請求明細書 

７０ 
例３２ 請 二割負担対象者がみなしサービスを受けた場合の請求明細書 

７１ 
例３３ 請 二割負担対象者が保険者独自（定率）サービス、 

保険者独自（定額）サービスを受けた場合の請求明細書 
７２ 

報酬改定 
例
３
４ 

例３４

-１ 別表 
短期入所生活介護において入所日から３０日を超えて算定する場合の

サービス利用票別表 
７３ 例３４

-２ 
給 短期入所生活介護において入所日から３０日を超えて算定する場合の

給付管理票 
７４ 例３４

-３ 請 
短期入所生活介護において入所日から３０日を超えて算定する場合の

請求明細書 
※種別については以下の通りとする 

別表…サービス利用票別表  給……給付管理票  請……請求明細書 
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頁 項目 例 種別 
(※) 説明 

７５ 

報酬改定 

例
３
５ 

例３５

-１ 
別表 区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１日につき）

を算定する場合のサービス利用票別表 

７６ 
例３５

-２ 給 
区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１日につき）

を算定する場合の給付管理票 

７７ 
例３５

-３ 
請 区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１日につき）

を算定する場合の請求明細書 

７８ 

例
３
６ 

例３６

-１ 別表 
区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１月につき）

を算定する場合のサービス利用票別表 

７９ 
例３６

-２ 
給 

区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１月につき）

を算定する場合の給付管理票 

８０ 
例３６

-３ 請 
区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１月につき）

を算定する場合の請求明細書 

８１ 

例
３
７ 

例３７

-１ 
別表 

区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１回につき）

を算定する場合のサービス利用票別表 

８２ 
例３７

-２ 給 
区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１回につき）

を算定する場合の給付管理票 

８３ 例３７

-３ 
請 

区分支給限度額を超えた際にサービス提供体制強化加算（１回につき）

を算定する場合の請求明細書 

８４ - 請 介護療養施設サービスの摘要欄に記載する医科診療報酬における診

断群分類（ＤＰＣ）コードについて 

  例３８ 請 介護予防ケアマネジメン費の請求明細書 

※種別については以下の通りとする 

別表…サービス利用票別表  給……給付管理票  請……請求明細書 
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 ・本記載例における、要支援・要介護状態区分等、市町村が定める区分支給限度基準額、単位数、給付率は以下のとおり

 　 要支援・要介護状態区分等： 要支援１

 　 区分支給限度基準額（単位）： 5,003単位

　（予防給付）

　　予訪看Ⅰ１　　　　　　　　　　631010： 1回につき318単位、給付率90％

　（総合事業）

　　介護予防訪問介護Ⅰ　　　 A11111： 1月につき1,226単位、給付率90％

　　予防訪問介護初回加算　　A14001： 1月につき200単位、給付率90％

区分支給限度管理・利用者負担計算
サービス 種類支給限度基 種類支給限度 区分支給限度基準 単位数 費用総額 給付率 定額利用者負担 利用者負担 利用者負担

コード 率％ 単位数 準を超える単位数 基準内単位数 を超える単位数 単価 保険／事業対象分 （％） 単価金額 保険／事業対象分 (全額負担分)

△△事業所 9060000060 631010 318 8

○○事業所 9070100010 A11111 1,226 1

○○事業所 9070100010 A14001 200 1

○○事業所 90701000100.350 13,283,476

種類別支給限度管理

種類支給限度

基準額（単位）

要介護認定期間中の短期入所利用日数

前月までの利用日数 当月の計画利用日数 累計利用日数

合　計

種類支給限度基準

を超える単位数 基準額（単位） を超える単位数

3,970
基準額（単位）

サービス種類 合計単位数
種類支給限度基準

サービス種類
種類支給限度

合計単位数

3,970 39,700 35,730
区分支給限度

5,003 合計 3,970

予防訪問介護初回加算 200

訪問型サービス(みなし)合計 (1,426) 1,426

保険／事業費

請求額
単位／金額 基準内単位数

介護予防訪問介護Ⅰ 1,226

予訪看Ⅰ１ 2,544 2,544

サービス利用票別表

事業所名 事業所番号 サービス内容/種類 単位数
割引後

回数
サービス 区分支給限度

要支援１の区分支給限度額を記載。

保険／事業費 請求額

１、４行目： 《費用総額保険／事業対象分×給付率》 を記載する。

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を切り捨てることを示す。

サービス利用票別表の記載例

利用者負担 保険／事業対象分

１、４行目：費用総額保険／事業対象分 － 保険／事業費 請求額 を記載する。

記載例１-１ 
要支援者が予防サービスとみなしサービス

を受けた場合のサービス利用票別表 

203044
長方形

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
25,400

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
10.00

203044
タイプライターテキスト
90

203044
タイプライターテキスト
90

203044
タイプライターテキスト
14,260

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
22,896

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
12,834

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
2,554

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
1,426

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
10.00

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
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様式第十一（附則第二条関係） 
 
 

給付管理票（平成 29年 4 月分） 
 

保険者番号 保険者名  作成区分 
 

9 0 1 0 1 0 □□市 
 1. 居宅介護支援事業者作成 

2. 被保険者自己作成 
3. 介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 被保険者番号 被保険者氏名  

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
フリガナ ｶｲｺﾞ ｲﾁﾛｳ  

居宅介護／介護予防 
支援事業所番号   

 
       

介護 一郎  

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分等  担当介護支援専門員番号 9 0 0 0 0 0 1 1 

明・大・昭 
5 年 7 月 7 日 男・女 事業対象者 要支援 1・2 

要介護 1・2・3・4・5  居宅介護／介護予防 
支援事業者の事業所名 ●●地域包括支援センター 

居宅サービス・介護予防サービス・ 
総合事業 

支給限度基準額 
限度額適用期間  支援事業者の 

事業所所在地及び連絡先 099-999-9999 

5,003 単位／月 平成 
29年 4 月 ~ 平成 

30年 3 月  
委託 
した 
場合 

委託先の支援事業所番号           
介護支援専門員番号         

 

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業 

サービス事業者の 
事業所名 

事業所番号 
（県番号－事業所番号） 

指定／基準該当／ 
地域密着型 
サービス／ 
総合事業識別 

サービス 
種類名 

サービス 
種類コード 給付計画単位数 

○○事業所 9 0 7 0 1 0 0 0 1 0 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

訪問型サービス 
（みなし） A 1  1 4 2 6 

△△事業所 9 0 6 0 0 0 0 0 6 0 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

介護予防訪問看護 6 3  2 5 4 4 

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

         
 

 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

           
指定・基準該当・ 

地域密着・ 
総合事業 

        

 合計  3 9 7 0 

9  0  0 0  0  1  0  0  0  1 

要支援１の区分支給限度基準額（5,003 単位）を超える

場合、返戻とする 

記載例１-２ 
要支援者が予防サービスとみなしサービス

を受けた場合の給付管理票 

総合事業のサービスを記載する場合、

「総合事業」を選択する 

※6：総合事業 
 

203044
タイプライターテキスト

203044
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様式第二の三（附則第○条関係） 

 
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 

（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 
 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 1 0 1 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 7 0 1 0 0 0 1 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｲﾁﾛｳ 事業所 
名称 ○○事業所 

介護 一郎 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 1-1-1 

 
 
 

0 5 年 0 7 月 0 7 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9  0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－222－2222 

平成 3 0  0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日 平成   年   月   日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

介護予防訪問介護Ⅰ                            

予防訪問介護初回加算                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

                             

                             

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 

A 1            

 

 
③サービス実日数 1 0 日   日   日   日 

④計画単位数   1 4 2 6            
⑤限度額管理対象単位数   1 4 2 6          

⑥限度額管理対象外単位数      0          給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥   1 4 2 6          事業  9 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    
 

⑨単位数単価 1 0  
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  1 2 8 3 4                    1 2 8 3 4 
⑪利用者負担額   1 4 2 6           1 4 2 6 
⑫公費請求額      0                        0 

⑬公費分本人負担      0              0 
 

 
 
 

 
 枚中  枚目 

2   0   0 

記載例１-３ 
要支援者がみなしサービスを受けた

場合の請求明細書 

訪問型サービス 
（みなし） 

 

1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

 

2.利用者負担額を求める 

⑪利用者負担額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額 

 

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を 

切り捨てることを示す 

1   2   2   6 

A   1   4   0   0   1 

A   1    1   1   1    1 1 

1 

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
0　0

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
年

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
年

203044
タイプライターテキスト
1,426単位×10円＝14,260円14,260円×90％＝12,834円 

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
1,426単位×10円＝14,260円14,260円－12,834円＝1,260円 
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タイプライターテキスト
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様式第二の二（附則第二条関係） 
 

介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 
（介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防 

通所リハ・介護予防福祉用具貸与・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）・ 
介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）） 

公費負担者番号                 平成 2  9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 1 0 1 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 6 0 0 0 0 0 6 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｲﾁﾛｳ 事業所 
名称 △△事業所 

介護 一郎 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 6-6-6 

 
 
 

0 5 年 0 7 月 0 7 日 

要支援 
状態区分 要支援 1・要支援 2 

認定有効 
期間 

平成 2 9  4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099-666-6666 

平成 3 0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

２．被保険者自己作成     ３．介護予防支援事業者作成       

事業所 
番号 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日 平成   年   月   日 

中止 
理由 1.非該当 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 

 

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

予訪看Ⅰ１                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

                             

                             

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 6 3 介護予防訪問看護           

③サービス実日数  8 日   日   日   日 

④計画単位数   2 5 4 4                   

⑤限度額管理対象単位数   2 5 4 4                   

⑥限度額管理対象外単位数      0                   給付率（/100） 
⑦給付単位数（④⑤のうち少

ない数）＋⑥   2 5 4 4                   保険  9 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    

⑨単位数単価 1 0  
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩保険請求額  2 2 8 9 6                    2 3 8 9 6 

⑪利用者負担額   2 5 4 4                     2 5 4 4 

⑫公費請求額      0                        0 

⑬公費分本人負担      0                        0 
 

社会福祉 
法人等に 
よる軽減 
欄 

軽減率     ％ 受領すべき利用者 
負担の総額（円） 軽減額（円） 軽減後利用者 

負担額（円） 備考 

                     
                     
                     

 

 枚中  枚目 

記載例１-４ 
要支援者が予防サービスを受けた場

合の請求明細書 

6    3    1    0    1    0 3    1    8 8 2    5    4     4 

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
年　０

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
年　０

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
0　0

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
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月途中で要支援・要介護状態区分等を変更した場合の請求明細書等記載の整理 

 

同月内に、要介護状態区分変更前後の要介護度に応じたサービスを利用しているパターンを整理する。 

 

  
給付管理票 サービス計画費 請求明細書 

  

  

要支援・要介護 

状態区分等 

被保険者欄の 

要介護状態区分 

要介護状態区分 

（介護給付） 

要支援状態区分 

（予防給付） 

要支援状態区分等 

（総合事業） 

No 

 

（重い方を対象）※２ （月末時点） （月末時点） 

1 事業対象者→要支援１ 事業対象者 要支援１ - 要支援１ 要支援１ 

2 事業対象者→要支援２ 要支援２ 要支援２ - 要支援２ 要支援２ 

3 事業対象者→要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ - 事業対象者 

4 要支援１→事業対象者 月途中の要支援１→事業対象者への変更はない。 

5 要支援１→要支援２ 要支援２ 要支援２ - 要支援２ 要支援２ 

6 要支援１→要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要支援１ 

7 要支援２→事業対象者 月途中の要支援２→事業対象者への変更はない。 

8 要支援２→要支援１ 要支援２ 要支援１ - 要支援１ 要支援１ 

9 要支援２→要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要介護 N※１ 要支援２ 

10 要介護 N※１→事業対象者 月途中の要介護 N→事業対象者への変更はない。 

11 要介護 N※１→要支援１ 要介護 N※１ 要支援１ 要支援１ 要支援１ 要支援１ 

12 要介護 N※１→要支援２ 要介護 N※１ 要支援２ 要支援２ 要支援２ 要支援２ 

       

 

※１ 要介護 Nは、要介護１～５のいずれかを意味する。 
   

       

 

※２ 要支援・要介護状態区分等の重い順は以下の通り。 
   

 

 

 

 

 
要介護５ 

 
要介護４ 

 
要介護３ 

 
要介護２ 

 
要介護１ 

 
要支援２ 

 
事業対象者 

 
要支援１  

 重 
      

軽  

203044
タイプライターテキスト
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様式第二の三（附則第○条関係） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 2 0 1 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 A 0 0 1 0 0 0 1 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｺﾞﾛｳ 事業所 
名称 ○○事業所 

介護 五郎 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

 
 
 
 

0 5 年 1 0 月 1 0 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2  9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－111－1111 

平成   年   月   日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日 平成   年   月   日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

○○サービス                             

                             

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 

A 2            

 

 
③サービス実日数  5 日   日   日   日 

④計画単位数   2 7 5 0         
⑤限度額管理対象単位数   2 7 5 0                   

⑥限度額管理対象外単位数      0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥ 
  2 7 5 0                   事業  9 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    
 

⑨単位数単価 1 0   
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  2 4 7 5 0                    2 4 7 5 0 
⑪利用者負担額   2 7 5 0           2 7 5 0 
⑫公費請求額      0                  0 

⑬公費分本人負担      0             0 
 

 
 
 

 
  枚中  枚目 

A 2  ○ ○ ○ ○ 2  7  5  0 9 0 3 0 3 0 

記載例１８ 
保険者独自サービスの請求 
（住所地特例対象者の場合） 

5  5  0 5 

訪問型サービス 
（独自） 

 

介護五郎さんは、保険者（902010）と異なる

市町村（903030）に所在する施設に入所した

ため、住所地特例対象者となった 

1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

 
2.利用者負担額を求める 

⑪利用者負担額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額 

 

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を 

切り捨てることを示す 

保険者市町村の証記載保険者番号では

なく、住所地特例対象者が入所（入居）

する施設の所在する市町村の証記載保

険者番号を設定する 

・サービス内容及びサービスコードは、市町村が指定するため、「○」

にて表記している 

・被保険者が住所地特例対象者であり、住所地にて総合事業サービス

を受けた場合、事業費明細欄ではなく、事業費明細欄（住所地特例

対象者）に記載する 

・A2○○○○は、施設所在保険者から認められたサービス 

203044
タイプライターテキスト
0　0

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
2,750単位×10円＝27,500円27,500円×90％＝24,750円

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
2,750単位×10円＝27,50027,500円－24,750円＝2,750円 

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
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様式第二の三（附則第○条関係） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 7 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 2 0 2 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 A 0 0 0 0 3 0 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 
事業所 
名称 ○○事業所 

介護 三郎 
 所在地 〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 3-3-3 

 
 
 

0 6 年 0 3 月 0 3 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－333－3333 

平成 3 0 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日  日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費

分回

数 

訪問型独自サービスⅣ A 2 2 4 1 1  2 6 6  2    5 3 2          
                            

                            

                            

                    

                   

                    

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費

分回

数 
公費対象単位数 施設所在 

保険者番号 摘要 

訪問型独自サービスⅣ A 2 2 4 1 1  2 6 6  2    5 3 2         903030  
訪問型独自サービス処遇

改善加算Ⅰ A 2 6 2 7 0      1     9 2         903030  

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 

A 2            

 

 
③サービス実日数  4 日   日   日   日 

④計画単位数   1 0 6 4                   
⑤限度額管理対象単位数   1 0 6 4                   

⑥限度額管理対象外単位数     9 2                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥ 
  1 1 5 6                   事業  9 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    
 

⑨単位数単価 1 0 
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  1 0 4 0 4                    1 0 4 0 4 
⑪利用者負担額   1 1 5 6                     1 1 5 6 
⑫公費請求額      0                        0 

⑬公費分本人負担      0                        0 
 

 
 
 

 
 

 枚中  枚目  

 枚中  枚目 

住所地特例対象者が入所（入居）する施設の所

在する市町村の証記載保険者番号を設定する 
訪問型サービス 
（独自） 

 

記載例２４ 
総合事業サービス（月定額でない）

の請求 
（月途中住所地特例適用の場合） 

＜事例説明＞ 

平成29年4月

4/5 4/15 4/25 4/30

4/21施設入所

：総合事業サービス利用

：住所地特例適用期間  
 ・4/5,15,25,30 に訪問型サービス（独自）を利用 

 ・4/21 に住所地特例対象施設に入所 

住所地特例適用前の単位数単価：10 円 

住所地特例適用後の単位数単価：10 円 

1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

2.利用者負担額を求める 

⑪利用者負担額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額 

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を 

切り捨てることを示す 

・住所地特例適用前の利用分は事業費明細欄に記載する 

・住所地特例適用後の利用分は事業費明細欄（住所地特例対象者）

に記載する 

・月額加算（処遇改善加算、中山間地域等提供加算等）は月末の状

況における欄に記載する 

 

住所地特例適用前後で単位数単価

の高い単価を記載する 

処遇改善加算のサービス単位数は事業費明細欄と事

業費明細欄（住所地特例対象者）の単位数の合計単位

数に対して算出する 
（532 単位＋532 単位）×8.6％＝91.504 

≒92 単位（四捨五入） 

＜月額報酬対象サービス及び日割り計算用サービスコードがない加算の取扱い＞ 
月の途中で住所地特例対象施設に入所（入居）し、住所地特例対象者になった場合は、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額

包括報酬を算定する。 
また、月の途中で住所地特例対象施設を移った場合も、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額包括報酬を算定する。 

203044
タイプライターテキスト
0　0

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
532 単位×10 円＝5,320 円（532 単位＋92 単位）×10 円＝6,240 円（5,320 円＋6,240 円）×90％＝10,404 円

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
532 単位×10 円＝5,320 円（532 単位＋92 単位）×10 円＝6,240 円（5,320 円＋6,240 円）－10,404 円＝1,156 円
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タイプライターテキスト
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様式第二の三（附則第○条関係） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 2 0 2 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 A 0 0 0 0 3 0 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 
事業所 
名称 ○○事業所 

介護 三郎 
 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 3-3-3 

 
 
 

0 6 年 0 3 月 0 3 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－333－3333 

平成 3 0 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日 平成   年   月   日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公 摘要 

                            
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費

分回

数 
公費対象単位数 施設所在 

保険者番号 摘要 

訪問型独自サービスⅠ A 2 1 1 1 1      1   1 1 6 8         903030  
訪問型独自サービス処遇改

善加算Ⅰ A 2 6 2 7 0      1    1 0 0         903030  

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 A 2            

 

 
③サービス実日数  4 日   日   日   日 

④計画単位数   1 1 6 8                   
⑤限度額管理対象単位数   1 1 6 8                   

⑥限度額管理対象外単位数    1 0 0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥ 
  1 2 6 8                   事業  9 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    
 

⑨単位数単価 1 0  
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  1 1 4 1 2                    1 1 4 1 2 
⑪利用者負担額   1 2 6 8                     1 2 6 8 
⑫公費請求額      0                        0 

⑬公費分本人負担      0                        0 
 

 
 

 
 
 

 
 枚中  枚目 

訪問型サービス 
（独自） 

 

記載例２５ 
総合事業サービス（月定額）の請求 
（月途中住所地特例適用の場合） 

＜事例説明＞ 

平成29年4月

4/21施設入所

：総合事業サービス利用

：住所地特例適用期間  

 ・月を通じて訪問型サービス（独自）を利用 
 ・4/21 に住所地特例対象施設に入所 

1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

 

2.利用者負担額を求める 

⑪利用者負担額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額 

 

 

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を 

切り捨てることを示す 

・月の途中で住所地特例適用となった場合、月額報酬サービスの利

用分は日割りとせず、月末の状況における欄に記載する 

・月額加算（処遇改善加算、中山間地域等提供加算等）は月末の状

況における欄に記載する 

 

月末の状況における単価を記載する 

＜月額報酬対象サービス及び日割り計算用サービスコードがない加算の取扱い＞ 
月の途中で住所地特例対象施設に入所（入居）し、住所地特例対象者になった場合は、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額

包括報酬を算定する。 
また、月の途中で住所地特例対象施設を移った場合も、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額包括報酬を算定する。 

処遇改善加算のサービス単位数を算出する 

1,168 単位×8.6％＝100.448 ≒ 100 単位（四捨五入） 
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様式第二の三（附則第○条関係） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 

 

公費負担者番号 1 2 9 0 0 0 1 0         平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

0 0 0 0 0 0 2          保険者番号 9 0 2 0 2 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 A 0 0 0 0 3 0 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 
事業所 
名称 ○○事業所 

介護 三郎 
 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 3-3-3 

 
 
 

0 6 年 0 3 月 0 3 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 7 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－333－3333 

平成 2 8 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

事業所 
名称 ●●地域包括支援センター 

 

開始 
年月日 平成 2 7 年 0 4 月 0 1 日 中止 

年月日 平成   年   月   日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

訪問型独自サービスⅠ日割 A 2 2 1 1 1   3 8 2 0    7 6 0  5    1 9 0  
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

訪問型独自サービスⅠ日割 A 2 2 1 1 1   3 8 1 0    3 8 0 1 0    3 8 0 903030  
訪問型独自サービス処遇

改善加算Ⅰ A 2 6 2 7 0      1     9 8  1     4 9 903030  

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 

A 2            

 

 
③サービス実日数  4 日   日   日   日 

④計画単位数   1 1 4 0                   
⑤限度額管理対象単位数   1 1 4 0                   

⑥限度額管理対象外単位数     9 8                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥   1 2 3 8                   事業  9 0 

⑧公費分単位数    6 1

 

9                   公費 1 0 0 
 

⑨単位数単価 1 0   
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  1 1 1 4 2                    1 1 1 4 2 
⑪利用者負担額    6 1 9                      6 1 9 
⑫公費請求額    6 1 9

 

                     6 1 9

 ⑬公費分本人負担      0                        0 
 

 
 
 

 
 

 
 枚中  枚目 

訪問型サービス 
（独自） 

 

記載例２６ 
総合事業サービス（月定額・日割り・

公費あり）の請求 
（月途中住所地特例適用の場合） 

住所地特例適用前後で単位数単

価の高い単価を記載する 

＜事例説明＞ 

平成29年4月

4/16公費適用

4/21施設入所

：総合事業サービス利用

：公費適用期間

：住所地特例適用期間  

 ・月を通じて訪問型サービス（独自）を利用 

 ・4/16 に公費適用開始（日割り事由に該当） 

 ・4/21 に住所地特例対象施設に入所 

住所地特例適用前の単位数単価：10 円 

住所地特例適用後の単位数単価：10 円 

 

 1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

8 単位×11.12 円＝5,315.36≒5,315 円 

2.公費請求額を求める 

⑫公費請求額＝ 

 《《⑧公費分単位数×⑨単位数単価》×給付率》 

 

 

 

3.利用者負担額を求める 

⑪利用者負担額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》 

－⑩事業費請求額－⑫公費請求額 

 

 

・月の途中で住所地特例適用となった場合、月額報酬サービスの日

割り請求分は、住所地特例適用前の利用分は事業費明細欄に、住所

地特例適用後の利用分は事業費明細欄（住所地特例対象者）に記載

する 

・月額加算（処遇改善加算、中山間地域等提供加算等）は月末の状

況における欄に記載する 

 

＜月額報酬対象サービス及び日割り計算用サービスコードがない加算の取扱い＞ 
月の途中で住所地特例対象施設に入所（入居）し、住所地特例対象者になった場合は、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額

包括報酬を算定する。 
また、月の途中で住所地特例対象施設を移った場合も、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額包括報酬を算定する。 

1. 処遇改善加算のサービス単位数は事業費明細欄と事業費明細欄

（住所地特例対象者）の単位数の合計単位数に対して算出する 

（760 単位＋380 単位）×8.6％＝98.04 ≒ 98 単位（四捨五入） 

 

2. 処遇改善加算の公費対象単位数を算出する 

       5 回＋10 回 

 98 単位× 20 回＋10 回  ＝49 単位 
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様式第七の三（附則第二条関係） 
 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（介護予防ケアマネジメント費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 2 0 2 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 事業所 
名称 ●●地域包括支援センター 

介護 三郎 
 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

●●県■■市▲▲町 3-3-3 

 
 
 

0 6 年 0 3 月 0 3 日 

要支援 
状態区分 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－333－3333 

平成 3 0 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

                            

                            

                            

                            

                            

                      

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費

分回

数 
公費対象単位数 施設所在 

保険者番号 摘要 

介護予防ケアマ

ネジメント A F 2 1 1 1  4 3 0  1    4 3 0         903030  

                             

                             
 
 
 
 
 
 
 

請
求
額
集
計
欄 

区分 事業分 公費分 

①サービス単位数合計    4 3 0       
②単位数単価 1 0 円／単位  
③給付率     ／100 

④事業費請求額（円）   4 3 0 0       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 枚中  枚目 

記載例２７ 
総合事業サービス（月定額）の請求 
（月途中住所地特例適用の場合） 

事業所所在地の単価を記載する 

＜事例説明＞ 

平成29年4月

4/21施設入所

：総合事業サービス利用

：住所地特例適用期間  

 ・月を通じて訪問型サービス（独自）を利用 
 ・4/21 に住所地特例対象施設に入所 

・月の途中で住所地特例適用となった場合、月額報

酬サービスの利用分は日割りとせず、月末の状況に

おける欄に記載する 

1.事業費請求額を求める 

⑩事業費請求額＝ 

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》 

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下

を 

切り捨てることを示す 

＜月額報酬対象サービス及び日割り計算用サービスコードがない加算の取扱い＞ 
月の途中で住所地特例対象施設に入所（入居）し、住所地特例対象者になった場合は、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額

包括報酬を算定する。 
また、月の途中で住所地特例対象施設を移った場合も、日割りは行わず、月末における状況に応じた月額包括報酬を算定する。 
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様式第二の三（附則第○条関係） 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 8 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 1 0 1 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 7 0 1 0 0 0 1 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ﾅﾂｺ 事業所 
名称 ○○事業所 

介護 夏子 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 1-1-1 

 
 
 

0 5 年 0 7 月 0 7 日 

要支援 
状態区分等 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号 099－222－2222 

平成 3 0 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

介護予防 
サービス 
計画 

３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成 
事業所 
番号 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 事業所 

名称 ●●地域包括支援センター 
 

開始 
年月日 平成   年   月   日 中止 

年月日 平成   年   月   日 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 摘要 

介護予防訪問介護Ⅰ                            

予防訪問介護初回加算                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

                             

                             

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 
／②名称 A 1            

 

 
③サービス実日数 1 0 日   日   日   日 

④計画単位数   1 4 2 6                   
⑤限度額管理対象単位数   1 4 2 6                   

⑥限度額管理対象外単位数      0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥ 
  1 4 2 6                   事業  8 0 

⑧公費分単位数      0                   公費    
 

⑨単位数単価 1 0   
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩事業費請求額  1 1 4 0 8                    1 1 4 0 8 
⑪利用者負担額   2 8 5 2                     2 8 5 2 
⑫公費請求額      0                        0 

⑬公費分本人負担      0                        0 
 

 
 
 

 
  枚中  枚目 

2   0   0 

訪問型サービス 
（みなし） 

 

1   2   2   6 

A   1   4   0   0   1 

A   1    1   1   1    1 1 

1 

二割負担対象者の場合、

給付率は「80」とする 

介護夏子さんは、8月 1日

に二割負担対象者と判定

された 

記載例３２ 
二割負担対象者がみなしサービスを

受けた場合の請求 

みなしサービス及び保険者独自サービス

については、二割負担対象者の場合、介

護同様に利用者負担が２割となるよう請

求する 

以下の総合事業サービスについては、二割負担が適用される 

・A1：訪問型サービス（みなし） 

・A2：訪問型サービス（独自） 

・A5：通所型サービス（みなし） 

・A6：通所型サービス（独自） 

※ 利用者負担割合が、変更される場合がありますので、 
『負担割合証』を毎月確認してください。 
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様式第七の三（附則第○条関係） 
 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 
（介護予防ケアマネジメント費） 

 

公費負担者番号                 平成 2 9 年 0 4 月分 
 

公費受給者番号 

                         

                保険者番号 9 0 1 0 1 0 
 

被
保
険
者 

被保険者 
番号 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  

請
求
事
業
者 

事業所 
番号 9 0 7 0 1 0 0 0 1 0 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 
氏名 
 

ｶｲｺﾞ ｲﾁﾛｳ 事業所 
名称 ○○地域包括支援センター 

介護 一郎 

所在地 

〒 9 9 9 － 9 9 9 9  

生年月日 
1.明治 2.大正 3.昭和 

性
別 1．男 2．女 

○○県□□市△△町 1-1-1 

 
 
 

0 5 年 0 7 月 0 7 日 

要支援 
状態区分 事業対象者・要支援１・要支援２ 

認定有効 
期間 

平成 2 9 年 0 4 月 0 1 日 から 
連絡先 電話番号  099－222－2222 

平成 3 0 年 0 3 月 3 1 日 まで 
 

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費

分回

数 
公費対象単位数 摘要 

ケアマネジメント費 A A F 0 0 0 １  4 3 0  １    4 3 0          

                            

                            

                            

           

    

                           

 

                            

                            
 

(

住
所
地
特
例 

対
象
者)  

事
業
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 公費分

回数 公費対象単位数 施設所在 
保険者番号 摘要 

                             

                             

                             
 
 
 
 
 
 
 

請
求
額
集
計
欄 

区分 事業分 公費分 

①サービス単位数合計    ４ 3 0       
②単位数単価 １ ０ ０ ０ 円／単位  
③給付率     ／100 

④事業費請求額（円）           
 
 
 
 
 
 
 
 

 枚中  枚目 

記載例３８ 
介護予防ケアマネジメント費の請求 

 

 

住所地特例者の場合は、この欄に記載する。 

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
28

203044
タイプライターテキスト
※介護予防ケアマネジメント費のサービス名称・単位数等は阿南市が定めます。※事業対象者の介護予防ケアマネジメント費は、阿南市に請求する。

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
4   3   0   0

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト



11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 31 33 27 43 51 52 53 59 61 62 63 64 65 66 67 24 25 26 34 35 46 71 72 73 68 76 77 79 32 36 28 38 54 74 75 69 37 39 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
適
用
優
先
順
位

公
費
給
付
率

公
費
本
人
負
担

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ

通
所
介
護

通
所
リ
ハ

福
祉
用
具
貸
与

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

（
老
健

）

短
期
入
所
療
養
介
護

（
療
養

）

居
宅
療
養
管
理
指
導

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
短
期
利
用

）

居
宅
介
護
支
援

介
護
福
祉
施
設

介
護
保
健
施
設

介
護
療
養
施
設

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
等

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
リ
ハ

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

（
老
健

）

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

（
療
養

）

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
支
援

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

(

短
期
利
用

）

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
・
短
期
利
用
以
外

）

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
・
短
期
利
用

）

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
短
期
利
用

）

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
短
期
利
用

）

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

（
短
期
利
用

）

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
短
期
利
用
以
外

）

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
短
期
利
用

）

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（
み
な
し

）

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自

）

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自
／
定
率

）

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自
／
定
額

）

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

（
み
な
し

）

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自

）

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自
／
定
率

）

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

（
独
自
／
定
額

）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス

（
配
食
／
定
率

）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス

（
配
食
／
定
額

）

そ
の
他
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス

（
見
守
り
／
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／
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そ
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／
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そ
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他
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サ
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（
そ
の
他
／
定
額
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介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1 10：感染症37条の2 95 - *1 *1 *1 *1 *3 *3

－ 11：結核予防法35　　*6 100 - ○ ○ ○ ○

2 21：自立通院 100 あり ○ ○

3 15：自立更生 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 19：原爆一般 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 54：難病公費 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 86：被爆体験者 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 51：特定疾患・先天性血液凝固 100 あり　*8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 88：水俣病・メチル水銀 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 87：有機ヒ素 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 66：石綿 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

－ 56：低所得者対策　 *2 94 -

－ 57：障害者対策　　　*7 94 - ○ ○ ○

11 58：全額免除 100 なし ○ ○ ○ 〇 〇

12 81：原爆助成 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇

13 25：中国残留邦人等 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 12：生活保護 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

*1 ･･･サービス提供年月=平成14年4月以降は、特定診療費のみ適用可能。それ以前は、食事費用を除く、介護給付費と特定診療費の両方が可能。

　　　　平成21年4月以降は特別療養費も適用可能。

*2 ･･･平成17年4月より廃止。

*3 ･･･特定診療費及び特別療養費について適用可能。

*4 ･･･緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費のみ適用可能。

*5 ･･･別紙の該当項目のみ適用可能。

*6 ･･･平成19年4月より廃止。

*7 ･･･平成20年7月より廃止。

*8 ･･･特定疾患は公費本人負担なし。先天性血液凝固は公費本人負担あり。

Ⅷ　サービス種類と適用可能公費の関係

平成２７年４月サービス分～
（平成２７年５月審査～）

　　サービス種類コード・名称

法別番号・公費略称

介護サービス 介護予防サービス 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業

平成27年4月以降、適用可能。

サービス種類名変更

平成27年4月からサービス種類追加。連合会に請求できるのは平成27年7月
請求分からとなる。（資料Ⅰ-5参照）
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マ
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1 10：感染症37条の2 95 - *1 *1 *1 *1 *3 *3

－ 11：結核予防法35　　*6 100 - ○ ○ ○ ○

2 21：自立通院 100 あり ○ ○

3 15：自立更生 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 19：原爆一般 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 54：難病公費 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 86：被爆体験者 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 51：特定疾患・先天性血液凝固 100 あり　*8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 88：水俣病・メチル水銀 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 87：有機ヒ素 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 66：石綿 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ *4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

－ 56：低所得者対策　 *2 94 -

－ 57：障害者対策　　　*7 94 - ○ ○ ○

11 58：全額免除 100 なし ○ ○ ○ 〇 〇

12 81：原爆助成 100 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇

13 25：中国残留邦人等 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 12：生活保護 100 あり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

*1 ･･･サービス提供年月=平成14年4月以降は、特定診療費のみ適用可能。それ以前は、食事費用を除く、介護給付費と特定診療費の両方が可能。

　　　　平成21年4月以降は特別療養費も適用可能。

*2 ･･･平成17年4月より廃止。

*3 ･･･特定診療費及び特別療養費について適用可能。

*4 ･･･緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費のみ適用可能。

*5 ･･･別紙の該当項目のみ適用可能。

*6 ･･･平成19年4月より廃止。

*7 ･･･平成20年7月より廃止。

*8 ･･･特定疾患は公費本人負担なし。先天性血液凝固は公費本人負担あり。

平成２８年４月サービス分～
（平成２８年５月審査～）サービス種類と適用可能公費の関係

　　サービス種類コード・名称

法別番号・公費略称

介護サービス 介護予防サービス 地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業

平成28年4月以降、適用可能。

203044
タイプライターテキスト
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総合事業実施事業所（支援・サービス）の請求等の問題点

平成29年４月より、徳島県全保険者が総合事業を実施
することにより次の問題等が予想される。

• 住所地特例の整理住所地特例の整理

• 総合事業実施事業所への請求明細書の正しい記載方
法及びサービスコード（各保険者ごと）の周知法及びサービスコード（各保険者ごと）の周知

• 地域支援包括支援センターへの給付管理票の正しい記
載方法 周知（各保険者ごと 指定 基準 誤 た番号載方法の周知（各保険者ごと・指定・基準に誤った番号
を記載）

• 事業所請求ソフトベンダへの対応

• 介護予防ケアマネジメント費の取扱い介護予防ケアマネジメント費の取扱い

• 他市町村の事業所を利用する場合の請求方法周知

203044
タイプライターテキスト

203044
タイプライターテキスト
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Ⅸ 国保連合会における審査

○各処理における総合事業対応は以下のとおり。

区 分 内 容

次審査 基本的に介護（予防）給付と同様 審査内容一次審査
資格審査

・基本的に介護（予防）給付と同様の審査内容。
・事業対象者に係る資格審査の追加。
・保険者独自サービスに対する審査の追加。

上限審査 ・基本的に介護（予防）給付と同様に、サービス事業所の請求は給付管理票との突合審査により決
定・査定される。

・また、限度額管理対象外サービス（A9～AE）については、給付管理票に記載されない為、給付管理
票との突合審査は行わずに決定される。

・介護予防ケアマネジメント費（AF）についても、給付管理票と突合されない。（市町村の委託（サービ
スコードAFの登録）がある場合は、給付管理票の提出がない場合でも支給決定される。ただし、事
業対象者に係る介護予防ケアマネジメント費は委託対象外の為、返戻となる。）

事業所への
通知方法

・返戻一覧表、過誤決定通知書等の各種帳票については、介護（予防）給付と総合事業に係る帳票
は別帳票として出力。

過誤・再審査 ・処理の流れは、介護（予防）給付と同様。
・各種帳票（保険者向け・事業所向け）については、介護（予防）給付と総合事業に係る帳票は別帳
票として出力。

32



Ⅹ 国保連合会への請求

○予防給付と総合事業の請求書の記載 （訪問系・通所系・ケアマネジメント）

種別
予防給付 総合事業

様式 対象サ ビス種類 様式番号 対象サ ビス種類様式 対象サービス種類 様式番号 対象サービス種類

請求書 様式第一
（介護給付費請求書）

介護予防訪問介護（61）
介護予防通所介護（65）
介護予防支援費（46）

様式第一の二
（介護予防・日常生
活支援総合事業費

訪問型サービス（A1～A4）
通所型サービス（A5～A8）
その他生活支援サービス（A9～AE)

ジ請求書） 介護予防ケアマネジメント費（AF)

明細書
（サービス）

様式第二の二
（介護予防サービス・地域密
着型介護予防サ ビス介護

介護予防訪問介護（61）
介護予防通所介護（65）
その他対象サービス（省略）

様式第二の三
（介護予防・日常生
活支援総合事業費

訪問型サービス（A1～A4）
通所型サービス（A5～A8）
その他生活支援サービス（A9～AE)着型介護予防サービス介護

給付費明細書）

その他対象サ ビス（省略） 活支援総合事業費
明細書）

その他生活支援サ ビス（A9～AE)

明細書
（ケアマネジメント）

様式第七の二
（介護予防支援費明細書）

介護予防支援費（46） 様式第七の三
（介護予防ケアマネ

介護予防ケアマネジメント費（AF)

ジメント費明細書）

（ポイント） 請求書、明細書はそれぞれ（予防・事業）に応じた様式にて作成する。

種別 予防給付・総合事業共通

○予防給付と総合事業の給付管理票の記載

様式 様式 記載方法

給付管理票 様式十一
（給付管理票）

「予防給付のみ」、「総合事業のみ」、「予防＋事業」のいずれの場合であっても、限度額管理
対象サービスについては、給付管理票は１枚にすべてを記載すること。

ビ ビ※従来からの月途中変更時「要介護⇔要支援」における「介護サービス」と「介護予防サービ
ス」混在型の整理と同様。

（ポイント） 給付管理票は内容に関わらず１件で作成する。 33



ⅩⅠ 介護予防ケアマネジメント費を請求

介護予防支援費と介護予防ケアマネジメント費

事業
※１ 要支援者が予防給付を利用した

場合は 総合事業利 有無 関

種類

要支援者
事業

対象者
場合は、総合事業利用の有無に関
わらず、「介護予防支援費」を国保連
に請求する。

給付
給付＋
事業

事業 事業
※２ 要支援者が総合事業のみを利用

した場合は、地域包括支援センター

介護予防支
援費（46） ○※１ ○※１ － －

した場合は、地域包括支援センタ
は市町村に介護予防ケアマネジメン
ト費を請求する。ただし、市町村が国
保連にＡＦの審査支払を委託してい援費（46）
る場合は、地域包括支援センターは
国保連にＡＦを請求する。

介護予防ケ
アマネジメ
ント費（AF）

－ － ○※２ ○※３

※３ 事業対象者が総合事業を利用し
た場合は、地域包括支援センターは
市町村に介護予防ケアマネジメント市町村に介護予防ケアマネジメント
費を請求する。
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ⅩⅡ 区分支給限度額と明細書
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ⅩⅢ 様式関係
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